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○日本育英会宿舎規程施行細則 

昭和36年１月27日 

達第336号 

改正 昭和52年12月26日達第682号 

昭和57年４月５日達第739号 

平成元年２月１日達第823号 

平成13年８月14日達第1024号 

日本育英会宿舎規程施行細則 

（目的） 

第１条 この細則は，日本育英会宿舎規程（以下「規程」という。）に基づき，規程

の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（福利厚生運営委員会） 

第２条 規程第３条に規定する福利厚生運営委員会については，福利厚生運営委員会

規程の定めるところによる。 

（宿舎の使用料を免除される職員） 

第３条 宿舎の使用料を免除される職員は，次のとおりとする。 

高円寺宿舎及び百合ケ丘第２宿舎に居住する職員のうち，当該宿舎の管理を補助す

ることのできる家族を有する職員とし，当該各宿舎につき１人とする。 

（職員宿舎の種類） 

第４条 職員宿舎の種類及び使用区分は，次のとおりとする。 

(1) 家族宿舎 

豊田宿舎（２DK型（６，4.5畳）） 

百合ケ丘第１宿舎（３DK型（６，4.5，4.5畳），２DK型（６，4.5畳）） 

百合ケ丘第２宿舎（２K型（６，4.5畳）） 

高円寺宿舎（２K型（６，4.5畳）） 

百合ケ丘第３宿舎（２DK型（６，８畳）） 

(2) 独身宿舎 

百合ケ丘第２宿舎（１K型（4.5畳）） 

高円寺宿舎（１K型（4.5畳）） 

（職員宿舎の貸与の戸数） 

第４条の２ 職員宿舎の貸与戸数は，前条に掲げる各宿舎のうち１戸とする。ただし，

家族構成，その他特別の事情により必要と認めるときは，別記「職員宿舎貸与選考

基準」に基づいて２戸を限度として貸与することができる。 

（職員宿舎を貸与する者の選定） 

第５条 職員宿舎を貸与する者の選考は，別記「職員宿舎貸与選考基準」に基づいて

委員会が行ない，委員長が決定する。 

２ 選考は，１戸ごとに行なう。ただし，１宿舎のうち同型の２戸以上を選考すると

きは，この限りでない。 
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（職員宿舎貸与希望者の募集） 

第６条 貸与希望者の募集は，当該宿舎の貸与期間満了の３カ月前までに行なう。た

だし，貸与期間満了前に宿舎の明け渡しのある場合は，明け渡しのあることが明ら

かになつたとき速やかに行なう。 

２ 貸与希望者の募集は，掲示によつて行なう。 

（職員宿舎の貸与決定の公示） 

第７条 職員宿舎の貸与を受ける者を選定したときは，その結果を掲示し，かつ，選

定経過を記録にとどめなければならない。 

２ 前項の記録は，役員又は職員に対して閲覧させることができる。 

（宿舎の貸与の申請） 

第８条 本会が宿舎を貸与しようとするときは，貸与を希望する者から宿舎貸与申込

書（様式第１号）を提出させる。 

（宿舎の貸与の承認） 

第９条 本会が前条の申込書により宿舎の貸与を承認したときは，宿舎貸与承認書（様

式第２号）を貸与を受ける者に交付する。 

（入居したときの届け出等） 

第９条の２ 前条による承認を受けた者が，宿舎に入居したときは，次の届け書等を

遅滞なく本会に提出しなければならない。 

(1) 宿舎入居届（様式第３号） 

(2) 住宅付属物件等確認書（様式・略） 

（貸与宿舎の交換等の制限） 

第10条 被貸与者が他の宿舎に移転を希望するときは，移転希望の宿舎の貸与につき

改めて貸与の選考を受けなければならない。ただし，本会において特別の事情があ

るときは，この限りでない。 

（同居の承認） 

第11条 役員宿舎又は家族宿舎の被貸与者は，家族の同居につき本会の承認を得なけ

ればならない。 

２ 独身宿舎の被貸与者は，同居者をおくことができない。ただし，やむを得ない事

情があるときは，本会の承認を得てその家族を同居させることができる。 

３ 前項ただし書による同居を承認する最長期間は，６カ月とする。 

（宿舎の明け渡し期限の延期） 

第12条 規程第14条ただし書きの規定により明け渡しを猶予される期間は，次のとお

りとする。 

(1) 規程第14条第１号及び第２号に該当する場合 ６カ月以内 

(2) 規程第14条第３号及び第５号に該当する場合 ３カ月以内 

(3) 規程第14条第４号に該当する場合 ６カ月以内。ただし，真にやむを得ない事

情のあるときは１年以内 

（明け渡しの届け出等） 
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第13条 宿舎を明け渡そうとする場合は，明け渡しの日の５日前までに宿舎退居届（様

式第４号）を本会に提出しなければならない。 

２ 明け渡しをする宿舎は，正常な状態において本会に引き渡さなければならない。 

（模様替え等の工事の承認） 

第14条 被貸与者は，その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替えそ

の他の工事を行なうときは，あらかじめ本会の承認を得なければならない。 

２ 本会は，前項の工事の目的が当該宿舎の維持管理に支障をおよぼさないと認めた

ときは，宿舎を明け渡す際，原状に回復することを条件としてこれを承認すること

ができる。 

（宿舎修繕費用負担区分） 

第14条の２ 規程第12条による宿舎の修繕費用の負担区分については，別表「宿舎修

繕費用負担区分表」に定めるところによる。 

２ 畳の表替え及び裏返しは，原則としてそれぞれ裏返し又は表替え後２年を経過す

るごとに，襖の張り替えは４年を経過するごとに本会が行なう。 

（宿舎の管理人及び管理人補助者の職務） 

第15条 宿舎の管理人及び管理人補助者は，次の各号の業務を行なう。 

(1) 宿舎の入居又は明け渡しに立ち合うこと 

(2) 共同の電気，ガス，水道等の料金に関すること 

(3) 火災，盗難の予防に関すること 

(4) 宿舎の共同使用部分の清潔保持に関すること 

(5) 居住者不在の際の郵便物の受理 

(6) 宿舎の損傷，汚損等について本会に報告すること 

(7) 火災，風水害等の天災，伝染病，盗難その他非常事態が発生した場合は，応急

の処置をとるとともに，すみやかに本会に報告すること 

(8) 町内会等外部の者との接渉 

(9) その他本会から指示された事項 

（宿舎の管理人に対する手当） 

第16条 本会は，宿舎の管理人又は補助者に対して手当を支給することができる。 

附 則 

１ この細則は，昭和36年１月27日から施行する。 

２ 宿舎管理細則（昭和28年３月25日理事長決定）は廃止する。 

３ 当分の間第６条に規定する使用区分によらないことができる。 

附 則 

この改正細則は，昭和39年12月14日から施行し，昭和39年５月25日から適用する。 

附 則 

この改正細則は，昭和43年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正細則は，昭和44年６月２日から施行し，昭和44年３月１日から適用する。 
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附 則 

この改正細則は，昭和47年11月24日から施行し，昭和47年11月１日から適用する。 

附 則（昭和52年12月26日達第682号） 

この改正細則は，昭和52年12月26日から施行する。 

附 則（昭和57年４月５日達第739号） 

この改正細則は，昭和57年４月５日から施行し，昭和57年４月１日から適用する。 

附 則（平成元年２月１日達第823号） 

この規程は，平成元年２月１日から施行する。 

附 則（平成13年８月14日達第1024号） 

（施行期日） 

１ この改正施行細則は，平成13年８月14日より施行する。 

（関連基準の廃止） 

２ 日本育英会職員宿舎貸与選考基準（昭和43年４月１日決裁）は，廃止する。 

別記 

職員宿舎貸与選考基準 

１ 選考方式 

選考点＝（貸与必要事情×0.4）＋（家族点×0.2）＋（職位点×0.2）＋（勤続

点×0.2） 

(1) 貸与必要事情点（最高100点）   

① 災害（過去6ケ月以内に災害により住居を喪失した者） 100点 

② 住居費過大（高家賃のため生活が苦しい者）   

ア 俸給の30％以上 90〃 

イ 〃  27 〃 80〃 

ウ 〃  24 〃 70〃 

エ 〃  21 〃 60〃 

オ 〃  18 〃 50〃 

③ 退居（住居の明け渡しを要求されて適当な立ち退き先がない者）   

ア 退居期限が3ケ月以内 80〃 

イ 〃    6ケ月 〃 60〃 

ウ 〃    1年 〃 40〃 

④ 過密居住 （住宅が狭隘のため生活が不便な者）   

ア 家族1人当 1.5畳未満 80〃 

イ 〃     2.5 〃 60〃 

ウ 〃     3.0 〃 40〃 

⑤ 同居間借 （他の世帯と同一家屋に居住し生活が不便な者）   

ア 他人の世帯と同居 60〃 

イ 親族 〃 40〃 

ウ 血族 〃 20〃 
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⑥ 遠距離通勤（勤務場所と居住地が離れて通勤に長時間を要し，健

康上，能率上，好ましくないと認められる者） 

  

ア 片道通勤2時間30分以上 50〃 

イ 〃   2時間以上 30〃 

⑦ その他（前項以外の特殊事情） 10〃～30〃 

(2) 家族点（最高100点）   

ア 家族数5人以上 100〃 

イ 〃  4 〃 80〃 

ウ 〃  3 〃 60〃 

エ 〃  2 〃 40〃 

(3) 職位点（最高100点）   

ア 課長以上 100〃 

イ 係長 80〃 

ウ 主任 60〃 

エ 一般職員 40〃 

(4) 勤続点（最高100点）   

ア 勤続15年以上 100〃 

イ 〃 12 〃 90〃 

ウ 〃 9 〃 80〃 

エ 〃 6 〃 70〃 

オ 〃 3 〃 60〃 

カ 〃 1 〃 40〃 

過去において職員宿舎の貸与を受けた者については，選考点から貸与１年に

つき1.5点を減点する。ただし，独身宿舎に居住していた者が家族宿舎に入居申

込した場合は，独身宿舎における貸与期間は減点しない。 

２ 選考方法 

(1) 選考点の高い者に優先して貸与する。 

同一点数の者が２人以上ある場合は抽選により決定する。 

(2) 貸与必要事情が重複する場合は，その上位の得点をもつてその者の得点とす

る。 

３ ２戸貸与基準 

家族構成の変化，家具等生活必需品の増加により，家族１人当たりの居住面積

が極めて狭隘かつ生活が不便であること等の事情で，２戸貸与を希望する者につ

いては，次の各号に掲げる事情の一に該当する場合に認める。 

(1) 宿舎の型が１Kの場合 

日常生活に支障があること。 

(2) 宿舎の型が２Kの場合 

居住家族数が３人以上であること。 
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(3) 宿舎の型が２DKの場合 

① 居住家族数が４人以上であること。 

② 居住家族数が３人であつても，配偶者を除く親族が中学生以上であること。 

(4) その他福利厚生運営委員会の議を経て委員長が認めた特殊事情がある場合 
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別表 

宿舎修繕費用負担区分表 

区分 本会負担の修繕 居住者負担の修繕 

1 建

築主

体部

分 

建物の基礎，土台，屋根，庇，雨樋,柱,梁，敷

居，鴨居，根太，床，天井，壁，階段，下見，

戸袋，濡縁等の修理及び塗装 

軽微な損傷及び汚損の修理 

2 構

築物 

門，塀，垣根，物置，物干，芥箱，焼却炉等の

修理及び塗装 

軽微な損傷及び汚損の修理 

3 植

栽 

生垣の刈込，芝生，植木の手入れ 除草，潅水等の日常の手入れ 

4 附

属設

備 

(1) 電気 

屋内外の配線，電気メーター，配電盤，分

電盤，開閉器，集合アンテナ，照明器具，埋

込コンセント及びスイツチ等の修理及び取

替 

取出口より先のコード，電球，

ソケツト，ヒユーズ等の取替，

その他の小修理 

(2) ガス 

ガス配管，ガスメーター，ガス栓，ガスコ

ンセント等の修理及び取替 

ゴム管取替，その他の小修理 

(3) 衛生給排水 

給排水配管，給水タンク，浄化槽，排水溝，

溜桝，下水桝，便器，洗面器，手洗器，水道

栓等の修理及び取替 

クサリ付ゴム栓，パツキング，

ゴム管等の取替，その他の小修

理及び浄化槽，排水溝，溜桝，

下水桝，排水孔等の掃除 

5 建

具・

家具

造作

及び

畳 

(1) 建具 

雨戸，日除戸，網戸，板戸，硝子戸，障子，

襖，その他各種扉の修理及び取替，襖の張替 

障子の張替，ガラスの破損取替

その他の小修理 

(2) 家具造作 

流し台，調理台，ガス台，戸棚，水切棚，

下駄箱，浴槽，風呂釜，排気筒，ガスバーナ

ー，簀の子，踏み板，仕切板，表札，牛乳受，

郵便受，カーテンレール，化粧箱，紙巻器，

換気口，換気扇等造り付家具造作の修理及び

取替 

軽微な損傷及び汚損の修理 

(3) 畳 

畳床の修理及び取替，畳の表替及び裏返し 

軽微な損傷及び汚損の修理 
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様式第１号 

様式第２号 

様式第３号 

様式第４号 

 


